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2025年５月 19日 

各  位 

住 所 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 2 6 番 １ 号 

会 社 名 Ｇ Ｍ Ｏ リ サ ー チ ＆ Ａ Ｉ 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  荻 田  剛 大 

 （コード番号：3695 東証グロース） 

問合せ先 専務取締役グローバル経営管理本部統括本部長             

森 勇憲 

（TEL：03-5962-0037） 

 

 

持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款の一部変更 

（商号及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ 

 

当社は、2025年２月 12日付「当社と GMOタウン WiFi株式会社の経営統合に関するお知らせ（GMO

タウン WiFi株式会社との株式交換契約の締結並びに吸収分割による持株会社体制への移行、商号変

更その他定款の一部変更及び代表取締役の異動に関する方針の決定）」にて、2025 年 10 月１日（予

定）を効力発生日として、会社分割（吸収分割）の方式により、持株会社体制へ移行する方針を公表

しておりました。 

この度、当社は、本日開催の取締役会において、2025年 10 月１日（予定）を効力発生日として、

当社を吸収分割会社とする会社分割により、当社の一切の事業（但し、当社が株式を保有する会社

の事業活動の管理及びグループ運営に関する事業を除く。）（以下、「本事業」といいます。）に関する

権利義務を、当社の完全子会社である GMOリサーチ＆AI 分割準備株式会社（以下、「分割準備会社」

といいます。）に対して承継させること（以下、当該会社分割を「本吸収分割」といいます。）を決議

し、分割準備会社との間で吸収分割契約（以下、「本吸収分割契約」といいます。）を締結いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、持株会社体制への移行に伴い、本吸収分割の効力発生を条件として、当社の商号を「GMOプ

ロダクトプラットフォーム株式会社」に変更すること及び当社の事業目的を持株会社体制移行後の

事業に合わせた目的に変更することを含む定款の一部変更（以下、「本定款変更」といいます。）を行

うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本吸収分割及び本定款変更については、2025 年８月１日に開催予定の当社の臨時株主総会

にて本吸収分割契約及び本定款変更の承認が得られることを条件として実施いたします。また、本

吸収分割は当社の完全子会社に事業部門を承継させる会社分割であるため、開示事項・内容を一部

省略しております。 

 

 

記 

 

Ⅰ． 会社分割による持株会社体制への移行 

１. 持株会社体制への移行目的 

当社は、「想いを、世界に」というフィロソフィーのもと、業界最大級のパネルネットワークと技
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術力を背景に、アンケート調査を行う顧客企業とアンケート調査に回答するモニターをつなげるプ

ラットフォームを提供し、日本・アジアを中心にグローバルに市場調査・マーケティングの領域に

おいて新しい価値を提供してまいりました。 

一方で、当社は、2025 年４月１日付「（開示事項の経過）株式交換による GMO タウン WiFi株式会

社の完全子会社化完了のお知らせ」にて公表したとおり、株式交換の効力発生により、2025 年４月

１日付で GMOタウン WiFi株式会社（以下、「GMO-TW」といいます。）を完全子会社化しておりました。 

GMO-TWは、「日常にひそむ違和感に気づき、よりよい仕組みで解決する」というミッションを掲げ、

ユーザーの通信環境を最適にする一般消費者向けのスマートフォンアプリ「タウン WiFi by GMO」の

開発・運営を通じて、スマートフォンの通信料金の削減というユーザーの課題を解決してまいりま

した。 

当社及び GMO-TW（以下、当社と GMO-TWを総称して「両社」といいます。）は、持株会社となる GMO

プロダクトプラットフォーム株式会社のもと、本事業を承継する分割準備会社と GMO-TWが並列的に

事業運営を行う資本構造及び運営体制とすることで、両社がこれまで培ってきた既存事業の強みを

維持することができ、そして両社の強みを相互補完的に活用することで、両社のシナジーを創出し、

両社のさらなる成長を実現できると判断いたしました。 

持株会社体制への移行を通して、両社の強みを掛け合わせ、さらなる事業の成長と企業価値の創

造を目指してまいります。より多くの優れたプロダクトを世の中に届けることで、生活者の課題解

決に貢献し、「笑顔」と「感動」の創造に邁進してまいります。 

 

２. 本吸収分割の要旨 

（１）本吸収分割の日程 

分割準備会社（吸収分割承継会社）設立 2025年４月 18日 

本吸収分割契約の承認に係る取締役会決議日（当社） 2025年５月 19日 

本吸収分割契約の承認に係る臨時株主総会の基準日決議（当社） 2025年５月 19日 

本吸収分割契約締結日（当社及び分割準備会社） 2025年５月 19日 

本吸収分割契約の承認に係る臨時株主総会基準日公告日（当社） 2025年６月４日（予定） 

本吸収分割契約の承認に係る臨時株主総会基準日（当社） 2025年６月 18日（予定） 

本吸収分割契約の承認に係る臨時株主総会決議日（当社） 2025年８月１日（予定） 

本吸収分割の効力発生日（当社及び分割準備会社） 2025年 10月１日（予定） 

商号変更日（当社及び分割準備会社） 2025年 10月１日（予定） 

（注）上記日程は、現時点における予定であり、今後、本吸収分割の手続進行上の必要性その他

の事由により、上記日程に変更が生じる可能性があります。 

 

（２）本吸収分割の方式 

本吸収分割は、当社を吸収分割会社とし、当社の完全子会社である分割準備会社を吸収分割

承継会社として行います。 

 

（３）本吸収分割に係る割当ての内容 

当社は、吸収分割承継会社の発行済株式を全部保有していることから、本吸収分割に際して、

吸収分割承継会社から当社に対し、承継対象権利義務に代わる金銭等の交付を行う予定はあり

ません。 

 



 

3 

 

（４）本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）本吸収分割により増減する資本金 

本吸収分割に伴う資本金の増減はありません。 

 

（６）吸収分割承継会社が承継する権利義務 

吸収分割承継会社は当社から、本吸収分割契約の定めに従い、効力発生日における本事業に

関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（但し、本吸収分割契約において別段の定めが

あるものを除きます。）を承継いたします。なお、吸収分割承継会社が当社から承継する債務に

つきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。 

 

（７）債務履行の見込み 

当社は、本吸収分割後に予想される当社及び吸収分割承継会社の資産及び負債の額並びに収

益状況について検討した結果、当社及び吸収分割承継会社においては、本吸収分割後も資産の

額が負債の額を上回ることが見込まれること、及び事業活動においても負担する債務の履行に

支障を及ぼすような重大な変動を生じる事態の発生は現在のところ予測されていないことから、

債務の履行の見込みがあるものと判断しております。 

 

３. 本吸収分割当事会社の概要 

 
吸収分割会社 

（2025年４月１日現在） 

吸収分割承継会社 

（2025年４月18日設立時） 

（１）名称 GMOリサーチ＆AI株式会社 
GMOリサーチ＆AI分割準備株式会

社 

（２）所在地 東京都渋谷区桜丘町26番１号 東京都渋谷区桜丘町26番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 荻田 剛大 代表取締役社長 細川 慎一 

（４）事業内容 インターネットリサーチ事業 

インターネットリサーチ事業 

（但し、本吸収分割前は事業を

行っておりません。） 

（５）資本金 299,034千円 10,000千円 

（６）設立年月日 2002年４月１日 2025年４月18日 

（７）発行済株式数 4,446,357株 100株 

（８）決算期 12月31日 12月31日 

（９）大株主及び持株比率 

GMOインターネットグループ株

式会社 70.38％ 

荻田 剛大 9.58％ 

GMOインターネット株式会社

 3.14％ 

株式会社HOSOKAWA 1.44％ 

楽天証券株式会社 1.25％ 

株式会社SBI証券 1.16％ 

MSIP CLIENT SECURITES 0.69％ 

亀山 茂 0.53％ 

GMOリサーチ＆AI株式会社

 100.00％ 
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細川 慎一 0.46％ 

GMOリサーチ＆AI従業員持株会

 0.42％ 

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 

（単位：千円） 

 2024年12月期（連結） 2025年４月18日現在（単体） 

純資産 2,112,599 10,000 

総資産 2,996,006 10,000 

１株当たり純資産（円） 1,285.10 100.00 

売上高 5,025,786 － 

営業利益 235,122 － 

経常利益 248,884 － 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
183,147 － 

１株当たり当期純利益

（円） 
112.10 － 

１株当たり配当金（円） 114.84 － 

（注）１. 吸収分割会社である当社は、2025年 10月１日付で、「GMOプロダクトプラットフォーム

株式会社」に商号変更予定です。 

２. 吸収分割承継会社は、2025年 10月１日付で、「GMOリサーチ＆AI株式会社」に商号変更

予定です。 

３. 吸収分割承継会社は、最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照

表の記載項目のみを表記しております。 

４. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

 

４. 分割する事業の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

本事業（インターネットリサーチ事業） 

 

（２）分割する部門の経営成績（2024年 12月期） 

 吸収分割対象事業実績 当社単体実績 

売上高 4,261,840千円 4,281,073千円 

 

（３）分割する資産、負債の項目および金額（2024年 12月期） 

資産 負債 

項目 金額（千円） 項目 金額（千円） 

流動資産 280,167 流動負債 615,664 

固定資産 438,928 固定負債 4,825 

合計 719,095 合計 620,490 

（注）上記の事業における分割する資産、負債の項目及び金額は、2024年 12 月 31日現在の貸借対

照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本吸収分割の効力発生日までの増減を加除した
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うえで確定するため、実際に承継する金額は上記金額とは異なります。2025 年９月 30日時点

では、資産が負債を超過する見込みであります。 

 

５. 本吸収分割後の当社及び吸収分割承継会社の状況（2025年 10月１日現在（予定）） 

 吸収分割会社 吸収分割承継会社 

（１）名称 

GMOプロダクトプラットフォーム

株式会社 

※ 2025年10月１日付で、「GMO

リサーチ＆AI株式会社」か

ら「GMOプロダクトプラット

フォーム株式会社」に商号

変更予定 

GMOリサーチ＆AI株式会社 

※ 2025年10月１日付で、「GMO

リサーチ＆AI分割準備株式

会社」から「GMOリサーチ＆

AI株式会社」に商号変更予

定 

（２）所在地 東京都渋谷区桜丘町26番１号 東京都渋谷区桜丘町26番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 荻田 剛大 代表取締役社長 細川 慎一 

（４）事業内容 グループ会社の経営管理 インターネットリサーチ事業 

（５）資本金 299,034千円 10,000千円 

（６）決算期 12月31日 12月31日 

 

 

６. 今後の見通し 

吸収分割承継会社は、当社の完全子会社であるため、本吸収分割が当社の連結業績に与える影響

は軽微と考えております。 
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II．定款及び商号の変更 

１．定款及び商号変更の目的 

本吸収分割による持株会社体制への移行に伴い、本吸収分割の効力が発生することを条件として、

2025年 10月 1日（予定）付で当社の商号を「ＧＭＯプロダクトプラットフォーム株式会社」（英文

表記は、GMO Product Platform, Inc.）に変更するとともに、その目的を持株会社体制移行後の事

業に合わせて変更するものであります。 

新しい商号には、持株会社となる当社の新しいビジョンである「世の中によいプロダクトを増や

していく。」という思いが込められています。 

 

２． 定款及び商号変更の内容 

(下線部分は変更箇所を示しております。) 

現行定款 変更案 

第 1章 総 則 

第 1条(商号) 

当会社は、ＧＭＯリサーチ&AI株式会社と称し、

英文では GMO Research & AI,Inc.と表示する。 

第 1章 総 則 

第 1条(商号) 

当会社は、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム

株式会社と称し、英文では  GMO Product 

Platform, Inc.と表示する。 

第 3条(目的) 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

 

 

 

 

 

(新設) 

(新設) 

 

 

1 ～ 8  条文省略 

 

9 コンピュータソフトウェアの企画、開発、製

作、販売、代理販売および保守等 

 

 

10  条文省略 

 

(新設) 

 

(新設) 

(新設) 

 

第 3条(目的) 

当会社は、GMOイズムに基づいて、次の事業を営

む会社およびこれに相当する業務を営む外国会

社の株式または持分を所有することにより、当

該会社の事業活動を統括または運営すること、

ならびに次の事業を営むことを目的とする。 

 

1 世の中によいプロダクトを増やしていく事業 

2 ポイントプラットフォーム事業およびポイン

ト発行、管理業務 

 

3 ～ 10  現行どおり 

 

11 コンピュータハードウェアおよびソフトウ

ェアの企画、開発、製作、販売、代理販売およ

び保守等 

 

12 現行どおり 

 

13 インターネットの接続仲介業およびアクセ

スサービス業 

14 電気通信事業法に基づく電気通信事業 

15 インターネットその他の通信を利用した通

信販売業 
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(新設) 

 

 

(新設) 

 

(新設) 

 

(新設) 

 

(新設) 

 

 

(新設) 

 

 

(新設) 

(新設) 

(新設) 

 

 11 条文省略 

 

12  有価証券の取得、運用業務 

 

(新設) 

 

 

(新設) 

 

 13 ～ 16  条文省略 

 

(新設) 

(新設) 

 

(新設) 

 

 

17  条文省略 

16 インターネット等のネットワークを利用し

た情報処理、情報仲介および情報提供業務なら

びに商取引および決済処理業務 

17 インターネットその他の通信を利用した顧

客管理システムの設計、開発、運用および提供 

18 携帯電話その他インターネット接続機器の

企画、製造および販売  

19 WEBサイトの企画、構築、デザイン、制作、

運用および保守 

20 マルチメディア関連の音声、映像、データ等

のコンテンツの企画、立案、制作配信、販売お

よび保守 

21 著作権、工業所有権、ノウハウその他の知的

財産権の取得、利用方法の開発、使用許諾、管

理および譲渡ならびにこれらの仲介 

22 インターネットサービスの運営 

23 インターネットメディア事業 

24 マーケティング事業 

 

 25  現行どおり 

 

26  有価証券の取得、運用、管理および売買そ

の他投資業務 

27  市場デリバティブ取引、外国市場デリバテ

ィブ取引、店頭デリバティブ取引および外国為

替市場デリバティブ取引 

28  資金の管理および運用業務 

 

29 ～ 32 現行どおり 

 

33  不動産の賃貸、仲介、保有および管理 

34  企業経営および経営管理に関するサービス

を子会社および関係会社等に提供する業務 

35 上記各号に関する事業の企画、調査、研究、

研修およびコンサルティングの受託 

 

 36 現行どおり 

（新設） 第 8章 

第 1条(定款一部変更の効力発生日) 

第 1 条(商号)および第 3 条(目的)の変更は、
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2025年 8月 1日開催予定の臨時株主総会に付議

される吸収分割契約承認の件が原案どおり承認

可決され、当該吸収分割の効力が発生すること

を条件として、当該吸収分割の効力発生日であ

る 2025 年 10 月 1 日に効力が生じるものとす

る。 

2.本章および本条の規定は、前項の効力発生日

の経過をもって削除されるものとする。 

 

３． 定款及び商号変更の日程 

本定款及び商号変更を付議する臨時株主総会開催日 2025年８月１日（予定） 

本定款及び商号変更の効力発生日 2025年 10月１日（予定） 

 

 

以 上 


